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諮問第８号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

  

本案は、法務大臣に対し人権擁護委員候補者を推薦するため、人権擁護委員法

（昭和 24 年法律第 139 号）第６条第３項の規定に基づき、議会の意見を求めるも

のであります。 

 

推薦候補者 

氏  名 乾
いぬい

  和
かず

 子
こ

 

住  所 登米市迫町 

職  業 無職 

 

 

 

諮問第９号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

  

本案は、法務大臣に対し人権擁護委員候補者を推薦するため、人権擁護委員法

（昭和 24 年法律第 139 号）第６条第３項の規定に基づき、議会の意見を求めるも

のであります。 

 

推薦候補者 

氏  名 大
おお

 浪
なみ

 
しず

 江
え

 

住  所 登米市米山町 

職  業 無職 

 

 

 

報告第 13 号 専決処分の報告について 

 

本件は、営造物の管理瑕疵及び交通事故に係る損害賠償の額を定め和解するこ

とについて、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 180 条第１項の規定により

専決処分したので、同条第２項の規定により、議会に報告するものであります。 
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議案第 115 号 平成 27 年度登米市一般会計補正予算（第６号） 

議案第 116 号 平成 27 年度登米市国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

議案第 117 号 平成 27 年度登米市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号） 

議案第 118 号 平成 27 年度登米市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

議案第 119 号 平成 27 年度登米市水道事業会計補正予算（第２号） 

議案第 120 号 平成 27 年度登米市病院事業会計補正予算（第５号） 

議案第 121 号 平成 27 年度登米市老人保健施設事業会計補正予算（第３号） 

 

本案は、議案第 115 号平成 27 年度登米市一般会計補正予算（第６号）から議案

第 121 号平成 27 年度登米市老人保健施設事業会計補正予算（第３号）までについ

て、各種会計予算の補正を行うものであります。 

一般会計については、歳入歳出予算の総額からそれぞれ 3,653 万円を減額し、

予算の総額を歳入歳出それぞれ 473 億 6,112 万円とするものであります。 

その主な内容として、歳出では、小規模保育設置促進事業 7,943 万円、環境保

全型農業直接支払事業 2,499 万円などを増額する一方、畜産環境総合整備事業

1,098 万円、道路新設改良事業１億 8,305 万円などを減額して計上しております。 

歳入では、子育て支援対策臨時特例基金特別対策事業費補助金などの県支出金

6,479 万円を増額する一方、社会資本整備総合交付金などの国庫支出金 3,441 万

円、道路新設改良事業などに充てる市債 7,750 万円を減額して計上しております。 

また、繰越明許費１件、債務負担行為補正として追加 29 件、地方債補正として

変更４件を計上しております。 

特別会計については、国民健康保険特別会計の歳出で保険税還付金など 626 万

円の増額と債務負担行為１件を、後期高齢者医療特別会計の歳出で保険料還付金

102 万円の増額を、介護保険特別会計の歳出で保険給付費など 114 万円の増額と

債務負担行為３件を計上しております。 

企業会計については、水道事業会計で債務負担行為補正として追加１件を、病

院事業会計でがん診療機能促進事業の実施に伴う医業費用 82 万円などの増額と債務

負担行為補正として追加 11 件を、老人保健施設事業会計で債務負担行為補正として

追加４件を計上しております。 
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議案第 122 号 登米市津山集会所条例を廃止する条例について 

 

本案は、津山本町３・４丁目多目的集会所、津山入沢多目的集会所、津山黄牛

町多目的集会所及び津山南沢多目的集会所を主として利用している各関係町内会

等に対して無償譲渡を推進するため、本条例を廃止するものであります。 

 

 

議案第 123 号 

登米市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の制定につ

いて 

 

本案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律（平成 25 年法律第 27 号）が平成 28 年１月１日に一部施行されることに伴い、

同法第９条第２項の規定により本市において個人番号を独自に利用することに関

し必要な事項を定めるため、本条例を制定するものであります。  

 

 

議案第 124 号 登米市証人等の実費弁償支給条例の一部を改正する条例について 

 

本案は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律（平成 27 年法律第 63 号）

が平成 27 年９月４日に公布され、平成 28 年４月１日に一部施行されることに伴

い、引用条項等の改正を行うため、本条例の一部を改正するものであります。 

（新旧対照表８ページ） 

 

 

議案第 125 号 
登米市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する

条例の一部を改正する条例について 

 

本案は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改

正する法律（平成 24 年法律第 63 号）の施行に併せて、平成 27 年９月 30 日に公

布された地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令（平成 27 年

政令第 346 号）において地方公務員災害補償法施行令（昭和 42 年政令第 274 号）

の一部が改正されたことに伴い、本条例の一部を改正するものであります。 

                （新旧対照表９ページ） 
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議案第 126 号 登米市税条例の一部を改正する条例について 

 

本案は、地方税法等の一部を改正する法律（平成 27 年法律第２号）及び地方税法

施行令等の一部を改正する政令（平成 27 年政令第 161 号）が平成 27 年３月 31 日に

公布されたことに伴い、徴収の猶予及び換価の猶予に係る申請手続等に関し必要

な事項を定めるため、本条例の一部を改正するものであります。 

            （新旧対照表 14 ページ） 

 

 

議案第 127 号 登米市立幼稚園授業料徴収条例の一部を改正する条例について 

 

本案は、平成 28 年度から預かり保育の拡充を図ることに伴い、拡充する預かり

保育に係る徴収金額を定めるとともに、多子世帯及び低所得者世帯の負担軽減を

図るため、本条例の一部を改正するものであります。 

            （新旧対照表 19 ページ） 

 

 

議案第 128 号 登米市公民館条例の一部を改正する条例について 

 

本案は、迫公民館、新田公民館、南方公民館及び津山公民館の冷房機器設置に

伴い、冷房料を定めるため、本条例の一部を改正するものであります。 

 （新旧対照表 26 ページ） 

 

 

議案第 129 号 登米市民俗資料館条例の一部を改正する条例について 

 

本案は、中田民俗資料室の老朽化に伴い当該施設を廃止するため、本条例の一

部を改正するものであります。           （新旧対照表 28 ページ） 
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議案第 130 号 登米市介護保険条例の一部を改正する条例について 

 

本案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律（平成 25 年法律第 27 号）が平成 28 年１月１日に一部施行されることに伴

い、同法別表第１の 68 の項及び行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令（平成 26

年内閣府・総務省令第５号）第 50 条第１項第 11 号の規定により、保険料の徴収

猶予及び減免の申請事項に個人番号を加えるため、本条例の一部を改正するもの

であります。                    （新旧対照表 29 ページ） 

 

 

議案第 131 号 登米市営住宅条例の一部を改正する条例について 

 

本案は、福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律（平成 27 年法律第 20

号）が平成 27 年５月７日に施行されたことに伴い、公営住宅の入居者資格の特例

を見直すため、本条例の一部を改正するものであります。 

（新旧対照表 30 ページ） 

 

 

議案第 132 号 
第３次登米市行財政改革大綱及び 登米市行財政改革実施計画 の

策定について 

 

本案は、現行の第２次登米市行財政改革大綱の計画期間が平成 27 年度をもって

終了することから、平成 28 年度から平成 32 年度までを計画期間とする第３次登

米市行財政改革大綱及び 登米市行財政改革実施計画を 策定することについて、

登米市議会基本条例（平成 23 年登米市条例第 35 号）第 12 条第２号の規定によ

り、議会の議決を求めるものであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 6 - 

 

議案第 133 号 工事請負契約の締結について 

 

本案は、登米市災害公営住宅（迫西大網第二住宅）新築工事（建築）請負契約

を締結するにあたり、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 96 条第１項第５

号及び登米市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

（平成 17 年登米市条例第 73 号）第２条の規定により、議会の議決を求めるもの

であります。 

 

 

議案第 134 号 市道路線の認定について 

 

本案は、泥内線ほか 143 路線の市道路線認定を行うにあたり、道路法（昭和 27 年

法律第 180 号）第８条第２項の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

 

 

議案第 135 号 市道路線の廃止について 

 

本案は、泥内線ほか 56 路線の市道路線廃止を行うにあたり、道路法（昭和 27 年

法律第 180 号）第 10 条第３項の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

 

 

議案第 136 号 
指定管理者の指定について（登米市迫公民館及び迫勤労青少年ホー

ム） 

議案第 137 号 
指定管理者の指定について（登米市北方公民館、迫農村環境改善セ

ンター及び登米市迫青少年センター） 

議案第 138 号 指定管理者の指定について（登米市新田公民館） 

議案第 139 号 指定管理者の指定について（登米市森公民館） 

議案第 140 号 
指定管理者の指定について（登米市米谷公民館、不老仙館及び東和

楼台コミュニティセンター） 

議案第 141 号 
指定管理者の指定について（登米市米川公民館及び登米市東和国際

交流センター） 

議案第 142 号 
指定管理者の指定について（登米市錦織公民館及び東和勤労青少年

ホーム） 
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議案第143号 

指定管理者の指定について（登米市南方公民館、南方農村環境改善

センター、南方歴史民俗資料館、登米市東郷公民館、南方老人福

祉センター、南方定住促進センター、登米市南方東郷運動広場、

登米市西郷公民館及び南方就業改善センター） 

議案第144号 指定管理者の指定について（南方産地形成促進施設） 

議案第145号 指定管理者の指定について（平筒沼ふれあい公園） 

議案第146号 
指定管理者の指定について（迫梅ノ木公園、迫佐沼公園及び迫大東

公園） 

議案第 147 号 
指定管理者の指定について（登米市迫体育館、登米市迫武道館及び

登米市新田総合運動場） 

議案第 148 号 
指定管理者の指定について（登米市中田総合体育館、登米市中田球

場及び登米市諏訪公園） 

議案第 149 号 
指定管理者の指定について（登米市石越体育センター及び登米市石

越総合運動公園） 

議案第 150 号 
指定管理者の指定について（登米市津山若者総合体育館及び登米市

津山林業総合センター） 

議案第 151 号 指定管理者の指定について（登米市豊里運動公園及び豊里花の公園） 

議案第 152 号 指定管理者の指定について（登米市民プール） 

 

本案は、議案第 136 号指定管理者の指定について（登米市迫公民館及び迫勤労青

少年ホーム）から議案第 152 号指定管理者の指定について（登米市民プール）まで、

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 244 条の２第３項及び各施設の設置条例

の規定に基づき、各施設の管理を行わせる法人その他の団体を指定するにあたり、

同法第 244 条の２第６項の規定により、議会の議決を求めるものであります。 
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。
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の
額

の
合

計
額

を
控

除
し

た
残

額
を

下

回
る
場
合
に
は
、
当
該
残
額
と
し
、
こ
れ
ら
の
額
に
50
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き

は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
50
円
以
上
10
0円

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を

10
0円

に
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
 

傷
病
補
償
年
金
 

厚
生
年

金
保

険
法
（

昭
和

29
年

法
律

第
11
5
号

）
に

よ
る

障
害

厚
生

年
金

又
は

被
用

者
年

金
制

度
の

一

元
化

等
を

図
る

た
め

の
厚

生
年

金
保

険
法

等
の

一

部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
24
年
法
律
第
63
号
。
以

下
「
平

成
24
年

一
元

化
法

」
と

い
う

。
）

附
則

第
41

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

障
害

共
済

年
金

若
し

く

は
平

成
24

年
一

元
化

法
附

則
第

65
条

第
１

項
の

規

定
に
よ
る
障
害
共
済
年
金
（
以
下
単
に
「
障
害
厚
生

年
金
等
」
と
い
う
。）

及
び
国
民
年
金
法
（
昭
和
34
 

0.
73
 

 

第
１
条
～
第

24
条
 
（
略
）
 

 
 
 
附
 
則
 

第
１
条
～
第
４
条
の
２
 
（
略
）
 

（
他
の
法
令
に
よ
る
給
付
と
の
調
整
）
 

第
５
条
 
年
金
た
る
補
償
の
額
は
、
当
該
補
償
の
事
由
と
な
っ
た
障
害
又
は
死
亡
に
つ

い
て
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
年
金
た
る
補
償
の
種
類
に
応
じ
、
同
表
の
中
欄
に
掲

げ
る
法
律
に
よ
る
年
金
た
る
給
付
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
分
の
間
、
こ
の
条

例
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
条
例
の
規
定
（
第
14
条
の
２
を
除
く
。
）
に
よ
る

年
金
た
る
補
償
の
年
額
に
、
同
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
当
該
年
金
た
る
補
償
の
種
類
に

応
じ

同
表

の
中

欄
に
掲

げ
る
当

該
法
律
に

よ
る
年
金

た
る
給

付
ご
と
に

同
表
の
右

欄
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
が
当
該
年
金
た
る
補
償
の
年
額
か
ら
当

該
補

償
の

事
由

と
な
っ

た
障
害

又
は
死
亡

に
つ
い
て

支
給
さ

れ
る
同
表

の
中
欄
に

掲
げ

る
当

該
法

律
に
よ

る
年
金

た
る
給
付

の
額
の
合

計
額
を

控
除
し
た

残
額
を
下

回
る
場
合
に
は
、
当
該
残
額
と
し
、
こ
れ
ら
の
額
に
50
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き

は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
50
円
以
上
10
0円

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を

10
0円

に
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
 
 

傷
病
補
償
年
金
 

国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
60

年
法
律
第
34
号
。
以
下
「
国
民
年
金
等
改
正
法
」
と

い
う
。
）

附
則

第
87
条

第
１
項

に
規

定
す
る

年
金
た

る
保
険
給
付
に
該
当
す
る
障
害
年
金
（
以
下
「
旧
船

員
保
険
法
の
障
害
年
金
」
と
い
う
。）

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

0.
75
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年
法
律

第
14
1
号
）
に

よ
る

障
害

基
礎

年
金

（
同

法

第
30

条
の

４
の

規
定

に
よ

る
障

害
基

礎
年

金
を

除

く
。
以
下
単
に
「
障
害
基
礎
年
金
」
と
い
う
。
）
 

 

障
害
厚
生
年
金
等
（
当
該
補
償
の
事
由
と
な
っ
た
障

害
に

つ
い

て
障

害
基

礎
年

金
が

支
給

さ
れ

る
場

合

を
除
く
。）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

0.
86
 

障
害
基
礎
年
金
（
当
該
補
償
の
事
由
と
な
っ
た
障
害

に
つ

い
て

障
害

厚
生

年
金

等
又

は
平

成
24

年
一

元

化
法

附
則

第
37

条
第

１
項

に
規

定
す

る
給

付
の

う

ち
障
害
共
済
年
金
（
以
下
「
平
成
24
年
一
元
化
法
改

正
前
国
共
済
法
に
よ
る
障
害
共
済
年
金
」
と
い
う
。）

若
し
く

は
平
成

24
年

一
元

化
法

附
則

第
61
条

第
1
項

に
規

定
す

る
給

付
の

う
ち

障
害

共
済

年
金

（
以

下

「
平

成
24

年
一

元
化

法
改

正
前

地
共

済
法

に
よ

る

障
害
共

済
年
金

」
と

い
う
。
）

が
支

給
さ

れ
る

場
合

を
除
く
。）

 

0.
88
 

国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
60

年
法
律
第
34
号
。
以
下
「
国
民
年
金
等
改
正
法
」
と

い
う
。）

附
則
第
87
条
第
1項

に
規
定
す
る
年
金
た
る

保
険
給
付
の
う
ち
障
害
年
金
（
以
下
「
旧
船
員
保
険

法
に
よ
る
障
害
年
金
」
と
い
う
。
）
 
 
 
 
 
 

 
 

0.
75
 

国
民

年
金

等
改

正
法

附
則

第
78

条
第

１
項

に
規

定

す
る
年
金
た
る
保
険
給
付
の
う
ち
障
害
年
金
（
以
下

「
旧

厚
生

年
金

保
険

法
に

よ
る

障
害

年
金

」
と

い

う
。
）
 

0.
75
 

 

 
 

 
 

国
民

年
金

等
改

正
法

附
則

第
78

条
第

１
項

に
規

定

す
る

年
金

た
る

保
険

給
付

に
該

当
す

る
障

害
年

金

（
以
下
「
旧
厚
生
年
金
保
険
法
の
障
害
年
金
」
と
い

う
。
）
 

0.
75
 

国
民

年
金

等
改

正
法

附
則

第
32

条
第

１
項

に
規

定

す
る
年
金
た
る
給
付
に
該
当
す
る
障
害
年
金
（
以
下

「
旧
国
民
年
金
法
の
障
害
年
金
」
と
い
う
。）

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.
89
 

厚
生
年

金
保

険
法
（

昭
和

29
年

法
律

第
11
5
号

）
の

規
定
に
よ
る
障
害
厚
生
年
金
（
以
下
「
障
害
厚
生
年

金
」
と

い
う
。
）
及
び

国
民
年

金
法

（
昭
和

34
年
法

律
第

14
1
号

）
の

規
定

に
よ
る

障
害
基

礎
年

金
（
同

法
第

30
条

の
４

の
規

定
に

よ
る

障
害

基
礎

年
金

を

除
く
。
以
下
「
障
害
基
礎
年
金
」
と
い
う
。）

 

0.
73
 

障
害
厚
生
年
金
（
当
該
補
償
の
事
由
と
な
っ
た
障
害

に
つ

い
て

障
害

基
礎

年
金

が
支

給
さ

れ
る

場
合

を

除
く
。）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

0.
86
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国
民

年
金

等
改

正
法

附
則

第
32

条
第

１
項

に
規

定

す
る
年
金
た
る
給
付
の
う
ち
障
害
年
金
（
以
下
「
旧

国
民
年
金
法
に
よ
る
障
害
年
金
」
と
い
う
。）

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

0.
89
 

障
害
補
償
年
金
 

障
害
厚
生
年
金
等
及
び
障
害
基
礎
年
金
 

0.
73
 

障
害
厚
生
年
金
等
（
当
該
補
償
の
事
由
と
な
っ
た
障

害
に

つ
い

て
障

害
基

礎
年

金
が

支
給

さ
れ

る
場

合

を
除
く
。）

 

0.
83
 

障
害
基
礎
年
金
（
当
該
補
償
の
事
由
と
な
っ
た
障
害

に
つ

い
て

障
害

厚
生

年
金

等
又

は
平

成
24

年
一

元

化
法

改
正

前
国

共
済

法
に

よ
る

障
害

共
済

年
金

若

し
く

は
平

成
24

年
一

元
化

法
改

正
前

地
共

済
法

に

よ
る

障
害

共
済

年
金

が
支

給
さ

れ
る

場
合

を
除

く
。
）
 

0.
88
 

旧
船
員
保
険
法
に
よ
る
障
害
年
金
 
 

0.
74
 

旧
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
障
害
年
金
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

0.
74
 

旧
国
民
年
金
法
に
よ
る
障
害
年
金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.
89
 

遺
族
補
償
年
金
 

厚
生

年
金

保
険

法
に

よ
る

遺
族

厚
生

年
金

又
は

平

成
2
4
年

一
元

化
法

附
則

第
4
1
条

第
１

項
の

規
定

に

よ
る

遺
族

共
済

年
金

若
し

く
は

平
成

2
4
年

一
元

化

法
附

則
第

6
5
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
遺

族
共

済
 

0.
80
 

 

 
 

障
害
基
礎
年
金
（
当
該
補
償
の
事
由
と
な
っ
た
障
害

に
つ
い
て
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
33
年
法

律
第

12
8
号

）
若

し
く

は
地
方

公
務
員

等
共

済
組
合

法
（

昭
和

37
年

法
律

第
15
2
号

）
の
規

定
に

よ
る
障

害
共
済
年
金
（
以
下
「
障
害
共
済
年
金
」
と
い
う
。）

又
は

障
害

厚
生

年
金

が
支

給
さ

れ
る

場
合

を
除

く
。
）
 

0.
88
 

障
害
補
償
年
金
 

旧
船
員
保
険
法
の
障
害
年
金
 
 
 
 
 

0.
74
 

旧
厚
生
年
金
保
険
法
の
障
害
年
金
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

0.
74
 

旧
国
民
年
金
法
の
障
害
年
金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

0.
89
 

障
害
厚
生
年
金
及
び
障
害
基
礎
年
金
 

0.
73
 

障
害
厚
生
年
金
（
当
該
補
償
の
事
由
と
な
っ
た
障
害

に
つ

い
て

障
害

基
礎

年
金

が
支

給
さ

れ
る

場
合

を

除
く
。）

 

0.
83
 

障
害
基
礎
年
金
（
当
該
補
償
の
事
由
と
な
っ
た
障
害

に
つ

い
て

障
害

共
済

年
金

又
は

障
害

厚
生

年
金

が

支
給
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。）

 

0.
88
 

遺
族
補
償
年
金
 

国
民

年
金

等
改

正
法

附
則

第
87

条
第

１
項

に
規

定

す
る
年
金
た
る
保
険
給
付
に
該
当
す
る
遺
族
年
金
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.
80
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年
金
（
以
下
単
に
「
遺
族
厚
生
年
金
等
」
と
い
う
。）

及
び
国
民
年
金
法
に
よ
る
遺
族
基
礎
年
金
（
国
民
年

金
等
改
正
法
附
則
第

28
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る

遺
族
基
礎
年
金
を
除
く
。
以
下
単
に
「
遺
族
基
礎
年

金
」
と
い
う
。）

 

 

遺
族
厚
生
年
金
等
（
当
該
補
償
の
事
由
と
な
っ
た
死

亡
に
つ
い
て
遺
族
基
礎
年
金
が
支
給
さ
れ
る
場
合

を
除
く
。）

 

0.
84
 

遺
族
基
礎
年
金
（
当
該
補
償
の
事
由
と
な
っ
た
死
亡

に
つ
い
て
遺
族
厚
生
年
金
等
又
は
平
成

24
年
一
元

化
法
附
則
第

37
条
第
１
項
に
規
定
す
る
給
付
の
う

ち
遺
族
共
済
年
金
若
し
く
は
平
成

24
年
一
元
化
法

附
則
第

61
条
第
１
項
に
規
定
す
る
給
付
の
う
ち
遺

族
共
済
年
金
が
支
給
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。
）
又
は

国
民
年
金
法
に
よ
る
寡
婦
年
金
 

0.
88
 

国
民
年
金
等
改
正
法
附
則
第

87
条
第
１
項
に
規
定

す
る
年
金
た
る
保
険
給
付
の
う
ち
遺
族
年
金
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.
80
 

国
民
年
金
等
改
正
法
附
則
第

78
条
第
１
項
に
規
定

す
る
年
金
た
る
保
険
給
付
の
う
ち
遺
族
年
金
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

0.
80
 

国
民
年
金
等
改
正
法
附
則
第

32
条
第
１
項
に
規
定

す
る
年
金
た
る
給
付
の
う
ち
母
子
年
金
、
準
母
子
年

金
、
遺
児
年
金
又
は
寡
婦
年
金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

0.
90
 

 

 
 

 
 

国
民
年
金
等
改
正
法
附
則
第

78
条
第
１
項
に
規
定

す
る
年
金
た
る
保
険
給
付
に
該
当
す
る
遺
族
年
金
 
 

 
 
 
 
 
 

0.
80
 

国
民
年
金
等
改
正
法
附
則
第

32
条
第
１
項
に
規
定

す
る
年
金
た
る
給
付
に
該
当
す
る
母
子
年
金
、
準
母

子
年
金
、
遺
児
年
金
又
は
寡
婦
年
金
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.
90
 

厚
生
年
金
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
遺
族
厚
生
年
金

（
以
下
「
遺
族
厚
生
年
金
」
と
い
う
。
）
及
び
国
民

年
金
法
の
規
定
に
よ
る
遺
族
基
礎
年
金
（
国
民
年
金

等
改
正
法
附
則
第

28
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
支

給
さ
れ
る
遺
族
基
礎
年
金
を
除
く
。
以
下
「
遺
族
基

礎
年
金
」
と
い
う
。）

 

0.
80
 

遺
族
厚
生
年
金
（
当
該
補
償
の
事
由
と
な
っ
た
死
亡

に
つ
い
て
遺
族
基
礎
年
金
が
支
給
さ
れ
る
場
合
を

除
く
。）

 

0.
84
 

遺
族
基
礎
年
金
（
当
該
補
償
の
事
由
と
な
っ
た
死
亡

に
つ
い
て
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
若
し
く
は
地

方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
規
定
に
よ
る
遺
族
共

済
年
金
又
は
遺
族
厚
生
年
金
が
支
給
さ
れ
る
場
合
 

0.
88
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２
 
休
業
補
償
の
額
は
、
同
一
の
事
由
に
つ
い
て
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
法
律
に
よ

る
年
金
た
る
給
付
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
分
の
間
、
こ
の
条
例
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
休
業
補
償
の
額
に
、
同
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
法

律
に

よ
る

年
金

た
る

給
付

の
種

類
に

応
じ

同
表

の
右

欄
に

掲
げ

る
率

を
乗

じ
て

得

た
額
（
そ
の
額
が
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
休
業
補
償
の
額
か
ら
同
一
の
事
由
に
つ

い
て
支
給
さ
れ
る
当
該
年
金
た
る
給
付
の
額
の
合
計
額
を
36
5
で
除
し
て
得
た
額
を

控
除
し
た
残
額
を
下
回
る
場
合
に
は
、
当
該
残
額
）
と
す
る
。
 

障
害
厚
生
年
金
等
及
び
障
害
基
礎
年
金
 

0.
73
 

障
害
厚
生
年
金
等
（
当
該
補
償
の
事
由
と
な
っ
た
障
害
に
つ
い
て
障
害
基

礎
年
金
が
支
給
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。）

 

0.
86
 

障
害
基
礎
年
金
（
当
該
補
償
の
事
由
と
な
っ
た
障
害
に
つ
い
て
障
害
厚
生

年
金

等
又

は
平

成
24
年

一
元
化

法
改
正

前
国

共
済

法
に

よ
る

障
害

共
済

年
金

若
し

く
は

平
成

24
年
一
元

化
法
改

正
前

地
共

済
法

に
よ

る
障

害
共

済
年
金
が
支
給
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。）

 

0.
88
 

旧
船
員
保
険
法
に
よ
る
障
害
年
金
 
 

0.
75
 

旧
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
障
害
年
金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.
75
 

旧
国
民
年
金
法
に
よ
る
障
害
年
金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.
89
 

 

２
 
休
業
補
償
の
額
は
、
同
一
の
事
由
に
つ
い
て
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
法
律
に
よ

る
年
金
た
る
給
付
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
分
の
間
、
こ
の
条
例
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
休
業
補
償
の
額
に
、
同
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
法

律
に

よ
る

年
金

た
る

給
付

の
種

類
に

応
じ

同
表

の
右

欄
に
掲

げ
る

率
を

乗
じ

て
得

た
額
（
そ
の
額
が
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
休
業
補
償
の
額
か
ら
同
一
の
事
由
に
つ

い
て
支
給
さ
れ
る
当
該
年
金
た
る
給
付
の
額
の
合
計
額
を
36
5
で
除
し
て
得
た
額
を

控
除
し
た
残
額
を
下
回
る
場
合
に
は
、
当
該
残
額
）
と
す
る
。
 

旧
船
員
保
険
法
の
障
害
年
金
 
 
 
 
 

0.
75
 

旧
厚
生
年
金
保
険
法
の
障
害
年
金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.
75
 

旧
国
民
年
金
法
の
障
害
年
金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.
89
 

障
害
厚
生
年
金
及
び
障
害
基
礎
年
金
 

0.
73
 

障
害
厚
生
年
金
（
当
該
補
償
の
事
由
と
な
っ
た
障
害
に
つ
い
て
障
害
基
礎

年
金
が
支
給
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。）

 

0.
86
 

障
害
基
礎
年
金
（
当
該
補
償
の
事
由
と
な
っ
た
障
害
に
つ
い
て
障
害
共
済

年
金
又
は
障
害
厚
生
年
金
が
支
給
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。）

 

0.
88
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議
案
第

12
6
号
関
係

 

登
米
市
税
条
例
 
新
旧
対
照
表

 

改
 
正
 
案

 
現
 
 
 
行

 

第
１
条
～
第
７
条
 
（
略
）
 

第
１
条
～
第
７
条
 
（
略
）
 

（
徴
収
猶
予
に
係
る
市
の
徴
収
金
の
分
割
納
付
又
は
分
割
納
入
の
方
法
）
 

第
８
条
 
地
方
税
法
（
昭
和
25
年
法
律
第
22
6号

。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
15
条

第
３
項
及
び
第
５
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
方
法
は
、
そ
の
猶
予
を
す
る
期
間

内
に
お
い
て
、
そ
の
猶
予
に
係
る
金
額
を
そ
の
者
の
財
産
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
か

ら
み
て
合
理
的
か
つ
妥
当
な
も
の
に
分
割
し
て
納
付
し
、
又
は
納
入
さ
せ
る
も
の
と

す
る
。
 

２
 
市
長
は
、
法
第
15
条
第
３
項
又
は
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
１
項
若
し
く

は
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
徴
収
の
猶
予
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
徴
収
の
猶
予
」

と
い
う
。
）
又
は
同
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
る
徴
収
の
猶
予
を
し
た
期
間
の
延
長
（
次

項
及
び
第
４
項
に
お
い
て
「
徴
収
の
猶
予
期
間
の
延
長
」
と
い
う
。
）
に
係
る
市
の

徴
収
金
を
分
割
し
て
納
付
し
、
又
は
納
入
さ
せ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
分
割
納

付
又

は
当

該
分
割
納
入
の
各
納
付
期
限
又
は

各
納

入
期

限
及

び
各

納
付

期
限

又
は

各
納
入
期
限
ご
と
の
納
付
金
額
又
は
納
入
金
額
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

３
 
市
長
は
、
徴
収
の
猶
予
又
は
徴
収
の
猶
予
期
間
の
延
長
を
受
け
た
者
が
そ
の
納
付

期
限
又
は
納
入
期
限
ま
で
に
納
付
し
、
又
は
納
入
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ

き
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
た
分

割
納

付
又

は
分
割
納
入
の
各
納
付
期
限
又
は

各
納

入
期

限
ご

と
の

納
付

金
額

又
は

納
入
金
額
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

４
 
市
長
は
、
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
分
割
納
付
又
は
分
割
納
入
の
各
納
付
期
限
又
は

各
納

入
期

限
及

び
各

納
付
期
限

又
は

各
納

入
期

限
ご

と
の

納
付

金
額

又
は

納
入

金

額
を
定
め
た
と
き
は
、
そ
の
旨
、
当
該
分
割
納
付
又
は
分
割
納
入
の
各
納
付
期
限
又

は
各

納
入

期
限

及
び

各
納

付
期

限
又

は
各

納
入

期
限

ご
と

の
納

付
金

額
又

は
納

入

金
額

そ
の

他
必

要
な

事
項
を
当

該
徴

収
の

猶
予

又
は

当
該

徴
収

の
猶

予
期

間
の

延

長
を
受
け
た
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 第
８
条
か
ら
第

17
条
ま
で
 
削
除
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５
 
市
長
は
、
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
分
割
納
付
又
は
分
割
納
入
の
各
納
付
期
限
又
は

各
納
入
期
限
ご
と
の
納
付
金
額
又
は
納
入
金
額
を
変
更
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
、
そ

の
変

更
後

の
各

納
付

期
限

又
は

各
納

入
期

限
及

び
各

納
付

期
限

又
は

各
納

入
期

限

ご
と

の
納

付
金

額
又

は
納

入
金

額
そ

の
他

必
要

な
事

項
を

当
該

変
更

を
受

け
た

者

に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

（
徴
収
猶
予
の
申
請
手
続
等
）
 

第
９
条
 
法
第
15
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る

事
項
と
す
る
。
 

(1
)
 
法
第
15
条
第
１
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
実
が
あ
る
こ
と
及
び
そ

の
該
当
す
る
事
実
に
基
づ
き
市
の
徴
収
金
を
一
時
に
納
付
し
、
又
は
納
入
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
事
情
の
詳
細
 

(2
)
 
納
付
し
、
又
は
納
入
す
べ
き
市
の
徴
収
金
の
年
度
、
種
類
、
納
期
限
及
び
金

額
 

(3
) 

前
号
の
金
額
の
う
ち
当
該
猶
予
を
受
け
よ
う
と
す
る
金
額
 

(4
) 

当
該
猶
予
を
受
け
よ
う
と
す
る
期
間
 

(5
)
 
分
割
納
付
又
は
分
割
納
入
の
方
法
に
よ
り
納
付
又
は
納
入
を
行
う
か
ど
う
か

（
分

割
納
付
又
は
分

割
納
入
の
方

法
に
よ
り

納
付

又
は

納
入

を
行

う
場

合
に

あ

っ
て
は
、
分
割
納
付
又
は
分
割
納
入
の
各
納
付
期
限
又
は
各
納
入
期
限
及
び
各
納

付
期
限
又
は
各
納
入
期
限
ご
と
の
納
付
金
額
又
は
納
入
金
額
を
含
む
。
）
 

(6
) 

猶
予
を
受
け
よ
う
と
す
る
金
額
が
10
0万

円
を
超
え
、
か
つ
、
猶
予
期
間
が
３

月
を
超
え
る
場
合
に
は
、
提
供
し
よ
う
と
す
る
法
第
16
条
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る

担
保
の
種
類
、
数
量
、
価
額
及
び
所
在
（
そ
の
担
保
が
保
証
人
の
保
証
で
あ
る
と

き
は
、
保
証
人
の
氏
名
及
び
住
所
又
は
居
所
）
そ
の
他
担
保
に
関
し
参
考
と
な
る

べ
き
事
項
（
担
保
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
き
は
、

そ
の
事
情
）
 

２
 
法
第
15
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

と
す
る
。
 

(1
)
 
法
第
15
条
第
１
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
実
を
証
す
る
に
足
り
る

書
類
 

(2
) 

財
産
目
録
そ
の
他
の
資
産
及
び
負
債
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
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(3
)
 
猶
予
を
受
け
よ
う
と
す
る
日
前
１
年
間
の
収
入
及
び
支
出
の
実
績
並
び
に
同

日
以
後
の
収
入
及
び
支
出
の
見
込
み
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
 

(4
) 

猶
予
を
受
け
よ
う
と
す
る
金
額
が
10
0万

円
を
超
え
、
か
つ
、
猶
予
期
間
が
３

月
を
超
え
る
場
合
に
は
、
地
方
税
法
施
行
令
（
昭
和
25
年
政
令
第
24
5号

。
以
下

「
令
」
と
い
う
。
）
第
６
条
の
10
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
べ
き
書
類
そ
の
他
担
保

の
提
供
に
関
し
必
要
と
な
る
書
類
 

３
 
法
第
15
条
の
２
第
２
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

と
す
る
。
 

(1
)
 
市
の
徴
収
金
を
一
時
に
納
付
し
、
又
は
納
入
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
情
の

詳
細
 

(2
) 

第
１
項
第
２
号
か
ら
第
６
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
 

４
 
法
第
15
条
の
２
第
２
項
及
び
第
３
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
書
類
は
、
第
２

項
第
２
号
か
ら
第
４
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。
 

５
 
法
第
15
条
の
２
第
３
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

と
す
る
。
 

(1
)
 
猶
予
期
間
の
延
長
を
受
け
よ
う
と
す
る
市
の
徴
収
金
の
年
度
、
種
類
、
納
期

限
及
び
金
額
 

(2
)
 
猶
予
期
間
内
に
そ
の
猶
予
を
受
け
た
金
額
を
納
付
し
、
又
は
納
入
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
や
む
を
得
な
い
理
由
 

(3
) 

猶
予
期
間
の
延
長
を
受
け
よ
う
と
す
る
期
間
 

(4
) 

第
１
項
第
５
号
及
び
第
６
号
に
掲
げ
る
事
項
 

６
 
法
第
15
条
の
２
第
４
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
書
類
は
、
第
２
項
第
４
号
に

掲
げ
る
書
類
と
す
る
。
 

７
 
法
第

15
条
の
２
第
８
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
期
間
は
、
20

日
と
す
る
。
 

 

（
職
権
に
よ
る
換
価
の
猶
予
の
手
続
等
）
 

第
10

条
 

法
第

15
条
の
５

第
２
項

に
お
い
て

読
み

替
え

て
準

用
す

る
法

第
15

条
第

３

項
及
び
第
５
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
方
法
は
、
そ
の
猶
予
に
係
る
金
額
（
そ

の
納
付
又
は
納
入
を
困
難
と
す
る
金
額
と
し
て
令
で
定
め
る
額
を
限
度
と
す
る
。
）

を
そ
の
猶
予
を
す
る
期
間
内
の
各
月
（
市
長
が
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
そ
の
期
間
内
の
市
長
が
指
定
す
る
月
）
に
分
割
し
て
納
付
し
、
又
は
納
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入
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
第
８
条
第
２
項
か
ら
第
５
項
ま
で
の
規
定
は
、
法
第
15
条
の
５
第
２
項
に
お
い
て

読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
15
条
第
３
項
又
は
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
、
分
割
し
て

納
付
し
、
又
は
納
入
さ
せ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
 

３
 
法
第
15
条
の
５
の
２
第
１
項
及
び
第
２
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
書
類
は
、

次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。
 

(1
) 

前
条
第
２
項
第
２
号
か
ら
第
４
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
 

(2
) 

分
割
納
付
又
は
分
割
納
入
さ
せ
る
た
め
に
必
要
と
な
る
書
類
 

 

（
申
請
に
よ
る
換
価
の
猶
予
の
申
請
手
続
等
）
 

第
11

条
 

法
第

15
条
の
６
第
１
項
に
規
定
す
る
条

例
で

定
め

る
期

間
は

、
６

月
と

す

る
。
 

２
 

法
第

15
条

の
６
第
３
項
に
お
い
て
準

用
す
る

法
第

15
条

第
３

項
及

び
第

５
項

に

規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
方
法
は
、
そ
の
猶
予
に
係
る
金
額
（
そ
の
納
付
又
は
納
入

を
困
難
と
す
る
金
額
と
し
て
令
で
定
め
る
額
を
限
度
と
す
る
。
）
を
そ
の
猶
予
を
す

る
期
間
内
の
各
月
（
市
長
が
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の

期
間
内
の
市
長
が
指
定
す
る
月
）
に
分
割
し
て
納
付
し
、
又
は
納
入
さ
せ
る
も
の
と

す
る
。
 

３
 
第
８
条
第
２
項
か
ら
第
５
項
ま
で
の
規
定
は
、
法
第
15
条
の
６
第
３
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
15
条
第
３
項
又
は
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
、
分
割
し
て
納
付
し
、
又

は
納
入
さ
せ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
 

４
 
法
第
15
条
の
６
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る

事
項
と
す
る
。
 

(1
)
 
市
の
徴
収
金
を
一
時
に
納
付
し
、
又
は
納
入
す
る
こ
と
に
よ
り
事
業
の
継
続

又
は
生
活
の
維
持
が
困
難
と
な
る
事
情
の
詳
細
 

(2
) 

第
９
条
第
１
項
第
２
号
か
ら
第
４
号
ま
で
及
び
第
６
号
に
掲
げ
る
事
項
 

(3
)
 
分
割
納
付
又
は
分
割
納
入
の
各
納
付
期
限
又
は
各
納
入
期
限
及
び
各
納
付
期

限
又
は
各
納
入
期
限
ご
と
の
納
付
金
額
又
は
納
入
金
額
 

５
 
法
第
15
条
の
６
の
２
第
１
項
及
び
第
２
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
書
類
は
、

第
９
条
第
２
項
第
２
号
か
ら
第
４
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。
 

６
 
法
第
15
条
の
６
の
２
第
２
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
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事
項
と
す
る
。
 

(1
) 

第
９
条
第
１
項
第
６
号
に
掲
げ
る
事
項
 

(2
) 

第
９
条
第
５
項
第
１
号
か
ら
第
３
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
 

(3
) 

第
４
項
第
３
号
に
掲
げ
る
事
項
 

７
 

法
第

15
条

の
６
の
２
第
３
項
に
お

い
て
準
用

す
る

法
第

15
条

の
２

第
８

項
に

規

定
す
る
期
間
は
、
20
日
と
す
る
。
 

 

（
担
保
を
徴
す
る
必
要
が
な
い
場
合
）
 

第
1
2条

 
法
第
16
条
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
場
合
は
、
猶
予
に
係
る
金
額
が
10
0

万
円
以
下
で
あ
る
場
合
、
猶
予
期
間
が
３
月
以
内
で
あ
る
場
合
又
は
担
保
を
徴
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
と
す
る
。
 

第
13
条
か
ら
第
17
条
ま
で
 
削
除
 

 

（
公
示
送
達
）
 

第
18
条
 
法
  
 
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
 第

20
条

の
２
の
規
定
に
よ
る
公
示
送
達
は
、
登
米
市
公
告
式
条
例
（
平
成
17
年
登
米
市
条
例

第
３
号
）
第
２
条
第
２
項
に
規
定
す
る
掲
示
場
に
掲
示
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
 

第
18
条
の
２
～
第
22
条
 
（
略
）
 

第
23
条
 
（
略
）
 

 
(1
)～

(5
) 

（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

３
 
法
人
で
な
い
社
団
又
は
財
団
で
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め
が
あ
り
、
か
つ
、
令
 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
 
  
 
 
 第

4
7条

に
規

定
す
る
収
益
事
業
を
行
う
も
の

(当
該
社
団
又
は
財
団
で
収
益
事
業
を
廃
止
し
た
も

の
を
含
む
。
第
31
条
第
２
項
の
表
の
第
１
号
に
お
い
て
「
人
格
の
な
い
社
団
等
」
と

い
う
。
)又

は
法
人
課
税
信
託
の
引
受
け
を
行
う
も
の
は
、
法
人
と
み
な
し
て
、
こ

の
節
の
規
定
中
法
人
の
市
民
税
に
関
す
る
規
定
を
適
用
す
る
。
 

第
24
条
～
第
15
6条

 
（
略
）
 

 
（
公
示
送
達
）
 

第
18
条
 
地
方
税
法
（
昭
和
2
5年

法
律
第
22
6号

。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
20
条

の
２
の
規
定
に
よ
る
公
示
送
達
は
、
登
米
市
公
告
式
条
例
（
平
成
17
年
登
米
市
条
例

第
３
号
）
第
２
条
第
２
項
に
規
定
す
る
掲
示
場
に
掲
示
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
 

第
18
条
の
２
～
第
22
条
 
（
略
）
 
 

第
23
条
 
（
略
）
 

 
(1
)～

(5
) 

（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

３
 
法
人
で
な
い
社
団
又
は
財
団
で
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め
が
あ
り
、
か
つ
、
地

方
税
法
施
行
令
(昭

和
25
年
政
令
第
24
5号

。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
)第

47
条
に
規

定
す
る
収
益
事
業
を
行
う
も
の
(当

該
社
団
又
は
財
団
で
収
益
事
業
を
廃
止
し
た
も

の
を
含
む
。
第
31
条
第
２
項
の
表
の
第
１
号
に
お
い
て
「
人
格
の
な
い
社
団
等
」
と

い
う
。
)又

は
法
人
課
税
信
託
の
引
受
け
を
行
う
も
の
は
、
法
人
と
み
な
し
て
、
こ

の
節
の
規
定
中
法
人
の
市
民
税
に
関
す
る
規
定
を
適
用
す
る
。
 

第
24
条
～
第
15
6条

 
（
略
）
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議
案
第

12
7
号
関
係
 

登
米
市
立
幼
稚
園
授
業
料
徴
収
条
例
 
新
旧
対
照
表

 

改
 
正
 
案

 
現
 
 
 
行

 

 
 
 
登
米
市
立
幼
稚
園
授
業
料
等
徴
収
条
例
 

 
 
 
登
米
市
立
幼
稚
園
授
業
料
徴
収
条
例
 
 

（
趣
旨
）
 

第
１

条
 

こ
の

条
例

は
、
登
米
市

立
幼
稚
園
の

授
業

料
及

び
預

か
り

保
育

料
（

以
下
 

「
授
業
料
等
」
と
い
う
。）

の
徴
収
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
条
例
は
、
登
米
市
立
幼
稚
園
の
授
業
料
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 に

関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
授
業
料
等
の
額
）
 

第
２
条
 
授
業
料
の
額
は
、
別
表
第
１
の
と
お
り
と
す
る
。
 

２
 
預
か
り
保
育
料
の
額
は
、
別
表
第
２
及
び
別
表
第
３
の
と
お
り
と
す
る
。
 

 ３
 
月
の
途
中
に
お
い
て
入
園
又
は
退
園
し
た
園
児
の
授
業
料
等
の
額
は
、
前
２
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
授
業
料
等
の
額
を
20
（
保
育
所
の
標
準
時
間
（
幼
稚
園

の
保
育
時
間
を
除
く
。
）
の
預
か
り
保
育
（
以
下
「
保
育
所
型
預
か
り
保
育
」
と
い

う
。
）
を
利
用
す
る
場
合
は
25
）
で
除
し
た
額
に
当
該
園
児
の
保
育
の
日
数
を
乗
じ

て
得
た
額
（
そ
の
額
に
10
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
）

と
す
る
。
 

 
（
授
業
料
）
 

第
２
条
 
授
業
料
の
額
は
、
月
額
4,
00
0円

と
す
る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
１
世
帯
か
ら
２
人
以
上
入
園
す
る
場
合
は
、
１
人

を
除
い
て
半
額
と
す
る
。
 

３
 
預
か
り
保
育
に
係
る
経
費
は
、
第
１
項
の
授
業
料
と
は
別
に
、
月
単
位
で
預
か
り

保
育
を
希
望
す
る
場
合
は
月
額

3,
50
0円

と
し
、
短
期
間
預
か
り
保
育
を
希
望
す
る

場
合
は
日
額
20
0円

と
す
る
。
 

 
（
授
業
料
等
の
徴
収
期
限
及
び
徴
収
方
法
）
 

第
３
条
 
授
業
料
等
は
、
毎
月
末
日
ま
で
に
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
授
業
料
等
は
、
市
長
の
発
行
す
る
納
入
通
知
書
に
よ
り
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
授
業
料
 
の
徴
収
期
限
及
び
徴
収
方
法
）
 

第
３
条
 
授
業
料
 
は
、
毎
月
末
日
ま
で
に
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
授
業
料
 
は
、
市
長
の
発
行
す
る
納
入
通
知
書
に
よ
り
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 
（
授
業
料
等
の
不
返
還
）
 

第
４
条
 
既
に
徴
収
し
た
授
業
料
等
は
、
返
還
し
な
い
。
 

 
（
授
業
料
 
の
不
返
還
）
 

第
４
条
 
既
に
徴
収
し
た
授
業
料
 
は
、
返
還
し
な
い
。
 

 
（
授
業
料
等
の
納
入
義
務
者
）
 

第
５
条
 
授
業
料
等
は
、
そ
の
園
児
の
保
護
者
か
ら
徴
収
す
る
。
 

 
（
授
業
料
 
の
納
入
義
務
者
）
 

第
５
条
 
授
業
料
 
は
、
そ
の
園
児
の
保
護
者
か
ら
徴
収
す
る
。
 

（
授
業
料
等
の
減
免
）
 

第
６
条
 
市
長
は
、
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
授

業
料
等
の
全
部
又
は
一
部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 

（
授
業
料
の
減
免
）
 

第
６
条
 
授
業
料
は
、
保
護
者
が
生
活
保
護
法
（
昭
和
25
年
法
律
第
14
4号

）
の
規
定

に
よ
る
保
護
を
受
け
て
い
る
と
き
、
そ
の
他
市
長
が
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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第
７
条
 
（
略
）

 
別
表
第
１
（
第
２
条
関
係
）

 
 
授
業
料
徴
収
金
額
表

 
園
児
の
属
す
る
世
帯
の
階
層
区
分

 
徴
収
金
額

（
月
額
）

 
階
層
区
分

 
定
義

 
第
１
階
層

 
生

活
保
護
法
（
昭
和

25
年
法

律
第

14
4
号

）
に

よ
る

被
保
護
世
帯
又
は
児
童
福
祉
法
（
昭
和
22
年
法
律
第

16
4
号
）
第
６

条
の
４
第
１
項

に
規

定
す

る
里

親
で

あ
る
保
護
者
を
含
む
世
帯
 

０
 

第
２
階
層

 
第
１
階
層
を
除
き
、
当
該
年
度
の
市
町
村
民
税
が
非

課
税
の
世
帯
 

０
 

第
３
階
層

 
第
１
階
層
及
び
第
２
階
層
を
除
き
、
当
該
年
度
の
市

町
村
民
税
の
所
得
割
が
非
課
税
の
世
帯
 

2,
00
0円

 

第
４
階
層

 
第
１
階
層
か
ら
第
３
階
層
ま
で
を
除
き
、
当
該
年
度

の
市

町
村

民
税

の
所

得
割

の
額

が
48
,6
00

円
未

満

の
世
帯
 

4,
00
0円

 

第
５
階
層

 
上
記
階
層
以
外
の
世
帯
 

4,
00
0円

 

 
備
考

 
 

 
１

 
４

月
か
ら
８

月
ま
で
の

間
に
お
け

る
第

２
階

層
の

項
か

ら
第

４
階

層
の

項

ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
当
該
年
度
」
と
あ
る

の
は
「
前
年
度
」
と
す
る
。

 
 
 
２
 
地
方
税
法
（
昭
和
25
年
法
律
第
22
6号

）
第
29
2条

第
１
項
第
２
号
の
所
得
割

を
計
算
す
る
場
合
は
、
同
法
第
31
4条

の
７
、
第
31
4条

の
８
、
同
法
附
則
第
５

条
第
３
項
、
第
５
条
の
４
第
６
項
及
び
第
５
条
の
４
の
２
第
５
項
の
規
定
は
適

用
し
な
い
も
の
と
す
る
。
 

 
 

３
 

階
層
区
分
に

お
け
る
税

額
は
、
園

児
の

父
及

び
母

の
税

額
の

合
計

額
と

す

る
。
た
だ
し
、
園
児
の
父
又
は
母
以
外
の
世
帯
員
が
家
計
の
主
宰
者
で
あ
る
場

合
は
、
そ
の
者
の
税
額
を
合
算
し
た
額
と
す
る
。
 

 
 
４
 
園
児
の
属
す
る
世
帯
が
次
に
掲
げ
る
世
帯
で
あ
っ
て
、
第
３
階
層
又
は
第
４

 

第
７
条
 
（
略
）
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階
層
に
認
定
さ
れ
た
場
合
の
徴
収
金
額
は
、
こ
の
表
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

当
該
階
層
に
定
め
る
徴
収
金
額
か
ら
1,
00
0円

を
差
し
引
い
た
額
と
す
る
。

 
(1
)
 
母
子
世
帯
等
 

母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
（
昭
和

39
年
法
律

第
12
9
号
）
に
よ
る
配
偶
者
の
な
い
者
で
現

に
児

童
を
扶
養

し
て
い

る
も

の

の
世
帯
を
い
う
（
次
表
及
び
別
表
第
３
に
お
い
て
同
じ
。
）
。
 

 
 
 
(
2)
 

在
宅
障
害
児
（
者
）
の
い
る
世
帯
 
次
に
掲
げ
る
児
（
者
）
を
有
す
る

世
帯
を
い
う
（
次
表
及
び
別
表
第
３
に
お
い
て
同
じ
。
）
。
 

 
 
 
 
ア
 
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
24
年
法
律
第
28
3
号
）
第

15
条
第
４
項
の

規
定
に
よ
り
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
 

 
 
 
 
イ
 
療
育
手
帳
制
度
要
綱
（
昭
和
48
年
９
月
27
日
付
け
厚
生
省
発
児
第
15
6

号
厚
生
事
務
次
官
通
知
）
の
規
定
に
よ
り
療
育
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い

る
者
 

 
 
 
 
ウ
 
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
25
年
法
律
第

12
3
号
）
第
45
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の

交
付
を
受
け
て
い
る
者
 

 
 

 
 

エ
 

特
別
児

童
扶
養
手

当
等
の
支

給
に

関
す

る
法

律
（

昭
和

39
年

法
律

第

13
4号

）
に
定
め
る
特
別
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
対
象
児
 

 
 
 
 
オ
 
国
民
年
金
法
（
昭
和

34
年
法
律
第
14
1号

）
に
定
め
る
国
民
年
金
の
障

害
基
礎
年
金
の
受
給
者
 

(3
)
 
そ
の
他
の
世
帯
 

保
護
者
の
申
請
に
基
づ
き
、
生
活
保
護
法
第
６
条
第

２
項

に
規

定
す

る
要

保
護

者
に

準
ず

る
程

度
に

困
窮

し
て

い
る

と
市

長
が

認
め
る
世
帯
を
い
う
（
次
表
及
び
別
表
第
３
に
お
い
て
同
じ
。
）
。
 

５
 

兄
又
は
姉

が
２

人
以
上
い

る
園

児
及

び
同

一
世

帯
か

ら
２

人
入

園
し

て
い

る
場
合
に
お
け
る
２
人
目
の
園
児
の
徴
収
金
額
は
、
こ
の
表
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
園
児
の
属
す
る
世
帯
が
４
に
規
定
す

る
世
帯
の
場
合
に
お
け
る
(2
)
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
「
こ
の
表
に
定

め
る
徴
収
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
４
の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
た
額
」
と
す
る
。
 

 
(1
) 

兄
又
は
姉
が
２
人
以
上
い
る
園
児
 
０
 

 
(2
) 

同
一
世
帯
か
ら
２
人
入
園
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
２
人
目
の
園
児
 

 
 
こ
の
表
に
定
め
る
徴
収
金
額
の
２
分
の
１
の
額
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別
表
第
２
（
第
２
条
関
係
）
 

預
か
り
保
育
料
徴
収
金
額
表

 
利
用
区
分

 
園
児
の
属
す
る
世
帯
の
階
層
区
分

 
徴
収
金
額

 
階
層

区
分

 
定
義

 
３
歳
児

 
４
歳
児

 
５
歳
児

 

通
年
利
用

 
（
月
額
）

 
第
１

階
層

 
生

活
保

護
法

に
よ

る
被

保

護
世

帯
又

は
児

童
福

祉
法

第
６

条
の

４
第

１
項

に
規

定
す

る
里

親
で

あ
る

保
護

者
を
含
む
世
帯

 

０
 

０
 

０
 

第
２

階
層

 
第

１
階

層
を

除
き

、
当

該

年
度

の
市

町
村

民
税

が
非

課
税
の
世
帯

 

50
0円

 
50
0円

 
20
0円

 

第
３

階
層

 
第

１
階

層
及

び
第

２
階

層

を
除

き
、

当
該

年
度

の
市

町
村

民
税

の
所

得
割

が
非

課
税
の
世
帯

 

1,
20
0円

 
1,
20
0円

 
30
0円

 

第
４

階
層

 
第

１
階

層
か

ら
第

３
階

層

ま
で

を
除

き
、

当
該

年
度

の
市

町
村

民
税

の
所

得
割

の
額

が
48
,6
00

円
未

満
の

世
帯
 

1,
90
0円

 
1,
90
0円

 
30
0円

 

第
５

階
層

 
上
記
階
層
以
外
の
世
帯

 
3,
50
0円

 

短
期
利
用

（
日
額
）

 
全
て
の
世
帯

 
20
0円

 

備
考

 
 
 
１
 
短
期
利
用
（
日
額
）
の
月
ご
と
の
限
度
額
は
、
通
年
利
用
（
月
額
）
の
徴
収

金
額
の
欄
に
定
め
る
額
と
す
る
。

 
２

 
４

月
か
ら

８
月

ま
で
の
間

に
お

け
る
第

２
階

層
の

項
か

ら
第

４
階

層
の

項
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ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
当
該
年
度
」
と
あ
る

の
は
「
前
年
度
」
と
す
る
。

 
３
 
地
方
税
法
第

29
2条

第
１
項
第
２
号
の
所
得
割
を
計
算
す
る
場
合
は
、
同
法

第
31
4条

の
７
、
第
31
4条

の
８
、
同
法
附
則
第
５
条
第
３
項
、
第
５
条
の
４
第

６
項
及
び
第
５
条
の
４
の
２
第
５
項
の
規
定
は
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
。
 

 
 

４
 

階
層
区
分
に

お
け
る
税

額
は
、
園

児
の

父
及

び
母

の
税

額
の

合
計

額
と

す

る
。
た
だ
し
、
園
児
の
父
又
は
母
以
外
の
世
帯
員
が
家
計
の
主
宰
者
で
あ
る
場

合
は
、
そ
の
者
の
税
額
を
合
算
し
た
額
と
す
る
。
 

 
 
５
 
園
児
の
属
す
る
世
帯
が
母
子
世
帯
等
、
在
宅
障
害
児
（
者
）
の
い
る
世
帯
又

は
そ

の
他

の
世

帯
で

あ
っ

て
、

第
２
階

層
に

認
定

さ
れ

た
場

合
の

徴
収

金
額

は
、
こ
の
表
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
０
と
す
る
。
 

６
 

兄
又
は
姉

が
２

人
以
上
い

る
園

児
及
び

同
一

世
帯

か
ら

預
か

り
保

育
を

２

人
利
用
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
２
人
目
の
園
児
の
徴
収
金
額
は
、
こ
の
表
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
園
児
の
属
す
る
世
帯

が
５
に
規
定
す
る
世
帯
で
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 
(1
) 

兄
又
は
姉
が
２
人
以
上
い
る
園
児
 
０
 

(2
)
 

同
一
世
帯
か
ら
預
か
り
保
育
を
２
人
利
用
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
２

人
目
の
園
児
 
こ
の
表
に
定
め
る
徴
収
金
額
の
２
分
の
１
の
額
 

 

別
表
第
３
（
第
２
条
関
係
）
 

 
保
育
所
型
預
か
り
保
育
料
徴
収
金
額
表

 
園
児
の
属
す
る
世
帯
の
階
層
区
分

 
徴
収
金
額
（
月
額
）

 
階
層
区
分

 
定
義

 
３
歳
児

 
４
歳
児

 
５
歳
児

 
第
１
階
層

 
生
活
保
護
法
に
よ
る
被
保
護

世
帯
又
は
児
童
福
祉
法
第
６

条
の
４
第
１
項
に
規
定
す
る

里
親
で
あ
る
保
護
者
を
含
む

世
帯

 

０
 

０
 

０
 

第
２
階
層

 
第
１
階
層
を
除
き
、
当
該
年

度
の
市
町
村
民
税
が
非
課
税

の
世
帯

 

50
0円

 
50
0円

 
20
0円
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 第

３
階
層

 
第

１
階

層
及
び
第
２
階
層

を

除
き

、
当
該
年

度
の
市
町

村

民
税

の
所
得
割

が
非
課
税

の

世
帯

 

1,
20
0円

 
1,
20
0円

 
30
0円

 
 

第
４
階
層

 
第

１
階

層
か

ら

第
３

階
層

ま
で

を
除
き
、
当
該
年

度
の

市
町

村
民

税
の

所
得

割
が

課
税

さ
れ

て
い

る
世
帯

 

48
,6
00

円
未
満
 

1,
90
0円

 
1,
90
0円

 
30
0円

 

第
５
階
層

 
48
,6
00

円
以
上

97
,0
00

円
未
満
 

8,
00
0円

 
8,
00
0円

 
5,
50
0円

 

第
６
階
層

 
97
,0
00

円
以
上

16
9,
00
0

円
未
満
 

16
,0
00
円
 
14
,0
00
円
 

8,
50
0円

 

第
７
階
層

 
16
9,
00
0

円
以
上

30
1,
00
0

円
未
満
 

22
,0
00
円
 
18
,0
00
円
 
12
,0
00
円
 

第
８
階
層

 
30
1,
00
0

円
以
上
 

28
,0
00
円
 
22
,0
00
円
 
12
,0
00
円
 

 
備
考

 
 

 
１

 
４

月
か
ら
８

月
ま
で
の

間
に
お
け

る
第

２
階

層
の

項
か

ら
第

８
階

層
の

項

ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
当
該
年
度
」
と
あ
る

の
は
「
前
年
度
」
と
す
る
。

 
 
 
２
 
地
方
税
法
第
29
2条

第
１
項
第
２
号
の
所
得
割
を
計
算
す
る
場
合
は
、
同
法

第
31
4条

の
７
、
第
31
4条

の
８
、
同
法
附
則
第
５
条
第
３
項
、
第
５
条
の
４
第

６
項
及
び
第
５
条
の
４
の
２
第
５
項
の
規
定
は
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
。
 

 
 
３
 
階

層
区

分
に
お

け
る

税
額

は
、

園
児

の
父

及
び

母
の

税
額

の
合

計
額

と
す

る
。
た
だ
し
、
園
児
の
父
又
は
母
以
外
の
世
帯
員
が
家
計
の
主
宰
者
で
あ
る
場
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合
は
、
そ
の
者
の
税
額
を
合
算
し
た
額
と
す
る
。
 

 
 
４
 
園
児
の
属
す
る
世
帯
が
母
子
世
帯
等
、
在
宅
障
害
児
（
者
）
の
い
る
世
帯
又

は
そ

の
他
の

世
帯

で
あ
っ

て
、

第
２

階
層

に
認

定
さ

れ
た

場
合

の
徴

収
金

額

は
、
こ
の
表
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
０
と
す
る
。
 

５
 

兄
又

は
姉

が
２
人

以
上
い

る
園

児
及

び
同

一
世

帯
か

ら
預

か
り

保
育

を
２

人
利
用
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
２
人
目
の
園
児
の
徴
収
金
額
は
、
こ
の
表
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
園
児
の
属
す
る
世
帯

が
４
に
規
定
す
る
世
帯
で
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

 
(1
) 

兄
又
は
姉
が
２
人
以
上
い
る
園
児
 
０
 

(2
)
 

同
一
世
帯
か
ら
預
か
り
保
育
を
２
人
利
用
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
２

人
目
の
園
児
 
こ
の
表
に
定
め
る
徴
収
金
額
の
２
分
の
１
の
額
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議
案
第

12
8
号
関
係
 

登
米
市
公
民
館
条
例
 
新
旧
対
照
表

 

改
 
正
 
案

 
現
 
 
 
行

 

第
１
条
～
第

18
条
 
（
略
）
 

別
表
（
第
９
条
関
係
）
 

 
１
 
施
設
使
用
料
 

施
設
名
称
 

利
用
区
分
 

使
用
料
 

（
１
時
間
当

た
り
）
 

冷
暖
房
料
 

（
１
時
間
当
た
り
）
 

冷
房
 

暖
房
 

迫
公
民
館
 

研
修
室
 

20
0
円
 

10
0
円
 

10
0
円
 

 
 

 
 

（
略
）
 

 
 

 
 

新
田
公
民
館
 

 
 

 
 

（
略
）
 

 
 

 
 

会
議
室
 

20
0
円
 

10
0
円
 

10
0
円
 

 
 

 
 

（
略
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

（
略
）
 

 
 

 
 
 

南
方
公
民
館
 

 
 

 
 

（
略
）
 

 
 

 
 

日
本
間
（
全
室
）
 

20
0
円
 

10
0
円
 

10
0
円
 

日
本
間
（
一
室
）
 

20
0
円
 

10
0
円
 

10
0
円
 

 
 

 
 

（
略
）
 

 
 

 
 

 

第
１
条
～
第

18
条
 
（
略
）
 

別
表
（
第
９
条
関
係
）
 

 
１
 
施
設
使
用
料
 

施
設
名
称
 

利
用
区
分
 

使
用
料
 

（
１
時
間
当

た
り
）
 

冷
暖
房
料
 

（
１
時
間
当
た
り
）
 

冷
房
 

暖
房
 

迫
公
民
館
 

研
修
室
 

20
0
円
 

―
 

10
0
円
 

 
 

 
 

（
略
）
 

 
 

 
 

新
田
公
民
館
 

 
 

 
 

（
略
）
 

 
 

 
 

会
議
室
 

20
0
円
 

―
 

10
0
円
 

 
 

 
 

（
略
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

（
略
）
 

 
 

 
 
 

南
方
公
民
館
 

 
 

 
 

（
略
）
 

 
 

 
 

日
本
間
（
全
室
）
 

20
0
円
 

―
 

10
0
円
 

日
本
間
（
一
室
）
 

20
0
円
 

―
 

10
0
円
 

 
 

 
 

（
略
）
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津
山
公
民
館
 

 
 

 
 

（
略
）
 

 
 

 
 

婦
人
講
座
室
 

20
0
円
 

10
0
円
 

10
0
円
 

大
会
議
室
 

20
0
円
 

10
0
円
 

10
0
円
 

老
人
講
座
室
 

20
0
円
 

10
0
円
 

10
0
円
 

 
 

 
 

（
略
）
 

 
 

 
 

 
備
考
 
（
略
）

 
 
２
 
個
人
使
用
料
 
（
略
）

 

 
津
山
公
民
館
 

 
 

 
 

（
略
）
 

 
 

 
 

婦
人
講
座
室
 

20
0
円
 

―
 

10
0
円
 

大
会
議
室
 

20
0
円
 

―
 

10
0
円
 

老
人
講
座
室
 

20
0
円
 

―
 

10
0
円
 

 
 

 
 

（
略
）
 

 
 

 
 

備
考
 
（
略
）

 
 
２
 
個
人
使
用
料
 
（
略
）
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議
案
第

12
9
号
関
係
 

登
米
市
民
俗
資
料
館
条
例
 
新
旧
対
照
表

 

改
 
正
 
案

 
現
 
 
 
行

 

第
１
条
 
（
略
）
 

第
１
条
 
（
略
）
 

 
（
名
称
及
び
位
置
）
 

第
２
条
 
民
俗
資
料
館
の
名
称
及
び
位
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

名
称
 

位
置
 

不
老
仙
館
 

登
米
市
東
和
町
米
谷
字
秈
荷
65
番
地
 

 
 

 
 

（
略
）
 

 
 

 第
３
条
 
（
略
）
 

（
名
称
及
び
位
置
）
 

第
２
条
 
民
俗
資
料
館
の
名
称
及
び
位
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

名
称
 

位
置
 

不
老
仙
館
 

登
米
市
東
和
町
米
谷
字
秈
荷
65
番
地
 

中
田
民
俗
資
料
室
 

登
米
市
中
田
町
宝
江
新
井
田
字
上
待
井
30
番
地
 

 
 

（
略
）
 

 
 

 第
３
条
 
（
略
）
 

 
（
休
館
日
）
 

第
４
条
 
民
俗
資
料
館
の
休
館
日
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

 
(1
) 

（
略
）
 

 
(2
) 

 
 
 
 
 
 
 
 
南
方
歴
史
民
俗
資
料
館
 

 
 
ア
・
イ
 
（
略
）
 

 
(3
) 

（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

 
（
休
館
日
）
 

第
４
条
 
民
俗
資
料
館
の
休
館
日
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

 
(1
) 

（
略
）
 

 
(2
) 

中
田
民
俗
資
料
室
、
南
方
歴
史
民
俗
資
料
館
 

 
 
ア
・
イ
 
（
略
）
 

 
(3
) 

（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

 
（
開
館
時
間
）
 

第
５
条
 
民
俗
資
料
館
の
開
館
時
間
は
、
午
前
９
時
か
ら
午
後
４
時
ま
で
と
す
る
。
た

だ
し

、
不

老
仙
館

 
 
 
 
 
 
 

 
及
び

南
方

歴
史

民
俗

資
料

館
は

、
午

前
10

時
か
ら
午
後
３
時
ま
で
と
す
る
。
 

２
 
（
略
）
 

第
６
条
～
第
18
条
 
（
略
) 

（
開
館
時
間
）
 

第
５
条
 
民
俗
資
料
館
の
開
館
時
間
は
、
午
前
９
時
か
ら
午
後
４
時
ま
で
と
す
る
。
た

だ
し

、
不

老
仙
館

、
中
田
民
俗
資
料
室

及
び
南
方
歴
史
民
俗
資
料
館
は
、
午
前
10

時
か
ら
午
後
３
時
ま
で
と
す
る
。
 

２
 
（
略
）
 

第
６
条
～
第
18
条
 
（
略
) 
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議
案
第

13
0
号
関
係
 

登
米
市
介
護
保
険
条
例
 
新
旧
対
照
表

 

改
 
正
 
案
 

現
 
 
 
行
 

第
１
条
～
第
９
条
 
（
略
）
 

第
１
条
～
第
９
条
 
（
略
）
 

（
保
険
料
の
徴
収
猶
予
）
 

第
10
条
 
（
略
）
 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
保
険
料
の
徴
収
猶
予
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
納
期
限
前

７
日
ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
徴
収
猶
予
を
必
要
と
す
る

理
由
を
証
明
す
べ
き
書
類
を
添
付
し
て
、
こ
れ
を
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

(1
) 

被
保
険
者
及
び
主
た
る
生
計
維
持
者
の
氏
名
、
住
所
及
び
個
人
番
号
 

(2
)・

(3
) 

（
略
）
 

（
保
険
料
の
徴
収
猶
予
）
 

第
10
条
 
（
略
）
 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
保
険
料
の
徴
収
猶
予
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
納
期
限
前

７
日
ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
徴
収
猶
予
を
必
要
と
す
る

理
由
を
証
明
す
べ
き
書
類
を
添
付
し
て
、
こ
れ
を
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

(1
) 

被
保
険
者
及
び
主
た
る
生
計
維
持
者
の
氏
名
及
び
住
所
  
  
  
  
  
 

(2
)・

(3
) 

（
略
）
 

（
保
険
料
の
減
免
）
 

第
11
条
 
（
略
）
 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
保
険
料
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
納
期
限
前
７
日

ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
理
由

を
証
明
す
る
書
類
を
添
付
し
て
、
こ
れ
を
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(1
) 

被
保
険
者
及
び
主
た
る
生
計
維
持
者
の
氏
名
、
住
所
及
び
個
人
番
号
 

(2
)・

(3
) 

（
略
）
 

３
 
（
略
）
 

第
12
条
～
第
23
条
 
（
略
）
 

（
保
険
料
の
減
免
）
 

第
11
条
 
（
略
）
 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
保
険
料
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
納
期
限
前
７
日

ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
理
由

を
証
明
す
る
書
類
を
添
付
し
て
、
こ
れ
を
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(1
) 

被
保
険
者
及
び
主
た
る
生
計
維
持
者
の
氏
名
及
び
住
所
  
  
  
  
  
 

(2
)・

(3
) 

（
略
）
 

３
 
（
略
）
 

第
12
条
～
第
23
条
 
（
略
）
 

  



 

- 30 - 

議
案
第

13
1
号
関
係
 

登
米
市
営
住
宅
条
例
 
新
旧
対
照
表

 

改
 
正
 
案
 

現
 
 
 
行
 

第
１
条
～
第
６
条
 （

略
）
 

第
１
条
～
第
６
条
 （

略
）
 

（
入
居
者
資
格
の
特
例
）
 

第
７
条
 
前
条
第
２
号
ア
(ｱ
)か

ら
(ｵ
)ま

で
に
該
当
す
る
者
の
ほ
か
、
次
の
各
号
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
（
以
下
「
老
人
等
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
前
条
第
１

号
の
条
件
を
具
備
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
た
だ
し
、
身
体
上
又
は
精
神
上
著
し
い

障
害
が
あ
る
た
め
に
常
時
の
介
護
を
必
要
と
し
、
か
つ
、
居
宅
に
お
い
て
こ
れ
を
受

け
る

こ
と

が
で
き

ず
、

又
は
受

け
る
こ

と
が

困
難

で
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
者

を
除

く
。
 

(1
)～

(5
) 

（
略
）
 

(6
)
 
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成

24
年
法
律
第
25
号
）

第
28
条
又
は
第
40

条
の

規
定

に
よ

り
法
第

23
条
各
号

に
掲
げ
る

条
件

を
具

備
す

る
者

と
み

な
さ

れ

た
も
の
 

２
・
３
 
（
略
）
 

第
８
条
～
第
67
条
 （

略
）
 

（
入
居
者
資
格
の
特
例
）
 

第
７
条
 
前
条
第
２
号
ア
(ｱ
)か

ら
(ｵ
)ま

で
に
該
当
す
る
者
の
ほ
か
、
次
の
各
号
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
（
以
下
「
老
人
等
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
前
条
第
１

号
の
条
件
を
具
備
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
た
だ
し
、
身
体
上
又
は
精
神
上
著
し
い

障
害
が
あ
る
た
め
に
常
時
の
介
護
を
必
要
と
し
、
か
つ
、
居
宅
に
お
い
て
こ
れ
を
受

け
る

こ
と

が
で

き
ず
、

又
は
受

け
る
こ

と
が
困

難
で

あ
る
と

認
め
ら

れ
る
者

を
除

く
。
 

(1
)～

(5
) 

（
略
）
 

(6
) 

福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
24
年
法
律
第
25
号
）
第
30
条
  
  
  
  
 

 
の

規
定

に
よ
り
法

第
23
条
各

号
に
掲
げ

る
条
件

を
具
備
す

る
者
と
み

な
さ
れ

た
も
の
 

２
・
３
 
（
略
）
 

第
８
条
～
第
67
条
 （

略
）
 

  


